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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、東京都日野市と町田市における「援農ボランティア」をとりあげ、その取
り組みによる都市農業の持続可能性について考察することである。昨今、首都圏では市民（非農家）の間で高まりつつ
ある農作業への参加意欲を高齢化や担い手不足の都市農家への労働力補充へつなげる援農ボランティアへの取り組みが
見られる。日野市では2006年に「日野人（ひのびと）・援農の会」という援農ボランティアが組織され、地元農家の農
作業を無償で手伝っている。一方、町田市では2002年にNPO法人「たがやす」を設立され、有償で地元農家の農作業を
手伝っている。以上の事例を踏まえ、市民協働による都市農業の持続可能性を明らかにした。

研究成果の概要（英文）：The aim of this research is to take up "agricultural support volunteer" at Hino 
city and Machida city in Tokyo, and consider the sustainability of urban agriculture with support of 
those approaches. Recently, in Tokyo metropolitan area, efforts of agricultural support volunteer is 
actively worked on which comes from commitment from of non-agricultural citizens to farming, and leads to 
complement work force for farm family that is labor shortages by aging or lack of engaged person. In Hino 
city since 2006, a volunteer group is organized named "Hino-bito-enno-no-kai" and helping local farm 
families "by free of charge". On the other hand, in Machida city since 2002, nonprofit organization 
"Tagayasu": cultivate is established and helping farming of local farm families "for profit". In the 
light of those cases above, treated the sustainability of urban agriculture by collaborating local 
citizens and farm families.

研究分野： 地域社会学
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１．研究開始当初の背景 
近年、農産物の最大の消費地である大都市

およびその近郊において「都市農業」に対す
る関心が高まりつつある。これは身近で作ら
れる安心感のある農産物、居住地周辺の環境
保全や良好な都市景観の形成、そして農業を
通じた情操教育など、都市の農業が果たす役
割に対する大きな期待の表れである。このよ
うに都市住民の間で都市農業に対する評価
が高まっている。そうすると今や都市農業の
継続課題や問題は単なる「農業問題」ではな
く、むしろ「都市問題」として位置づけられ
るだろう。 
しかし一方で、その都市農業をとりまく環

境は恵まれているとは言い難い。農産物の価
格低迷、生産者の高齢化、後継者不足など、
農業経営上の様々な問題を抱えている。また
宅地に囲まれた農地で作業をするため、周り
の住民の苦情やクレームもないわけではな
い。非農家である住民と農家が「混住化」し
た都市において営農環境は恵まれていると
は言いがたい。 
 
２．研究の目的 
こうした中、都市農業の新たな模索が始ま

っている。それは市民（非農家）に都市農業
に対する理解を深めてもらうことによって
互いに支え合う関係性を構築する取り組み
があげられる。具体的には、農家主導による
「体験農園」や「市民農園」、そして市民が
農作業を手伝う「援農ボランティア」などが
あげられる。 
これまで都市農業の先行研究では農業経

済学や都市計画において体験農園や市民農
園についての蓄積がある。しかし、その一方
で援農ボランティアを論じた研究はほとん
どない。そのなかでも都市農家と市民（非農
家）との交流と農業経営を関連づけた研究と
して八木・村上（2002）、江川（2007）など
があげられる。しかし、これらの研究では、
援農ボランティアに取り組む市民とそれを
受け入れる農家が、どのようにかみ合い、ど
の点において食い違うのか、両者のせめぎ合
う局面までは論じられていない。 
 
３．研究の方法 
 日野市では、1998 年 3 月、全国に先駆け
て「日野市農業基本条例」（同年 7 月に施行）
が制定された。これは貴重な残された緑であ
る農地を守るとともに農業の抱える様々な
課題に対して市民の理解を得つつ、農業を永
続的に育成していくための条例であった。 
 こうして 2004 年に策定された「第 2 次日
野市農業振興計画」において 17 の「アクシ
ョンプラン（行動計画）」が掲げられた。こ
の中で、その振興計画の骨子である「農業の
担い手と仲間づくり」の具体的なアクション
プランとして「援農制度を確立し、日野の農
業を応援しよう」という文言が書き込まれた。
これが日野市の援農ボランティアの設立に

つながっていく。 
 また町田市でも援農ボランティアが都市
農業の維持政策として捉えられている。2012
年に策定された「まちだ未来づくりプラン」
では都市農業の保全が謳われ、その基本方針
である「市民と農のふれあい推進」策として
援農ボランティアの取り組みが重要視され
ている。こうして両市では、市民（非農家）
を都市農業の維持のための責任ある協力者
として位置づけられたのである。 
まず日野市の援農ボランティアの取り組

みから説明しよう。日野市では、2005 年か
ら援農ボランティア養成講座「農の学校」が
創設された。これは、農業委員会、地元農協
（ＪＡ東京みなみ）、地元農家の協力のもと、
土づくりから収穫までの栽培知識と技術を
毎年 20 名弱の日野市民が学習する。期間は 4
～12 月で週 1 回の講義と実習を受講する。実
習は地元農家から農地を借りて行っている。 
 そして 2006 年に「日野人（ひのびと）・援
農の会」が設立される。これは「農の学校」
を修了した市民が所属する組織である。2013
年現在、卒業生約 124 名（退会・休止会員も
含める）で構成されている。会員の半分以上
は 60 歳以上の男性（定年退職後の男性が多
い）である。この組織が援農ボランティアを
受け入れる地元農家 44 軒に対して農作業の
支援を無償で行うのである。原則として週 1
回、午前中の 3 時間の援農を行っている。援
農対象は、全く農産物を販売していない農家
（自給的農家）も含めており、農家側の依頼
があれば援農することにしている。さらに援
農ボランティアごとに農作業を支援する農
家を固定している。 
現在、日野市の援農ボランティアの仕組み

は、以下の通りである。受け入れ農家からの
依頼と援農ボランティアからの希望申請を
ＪＡ東京みなみ（日野支店）が調整を行って
いる。こうして作業が終了した後は、援農ボ
ランティア側と受け入れ農家側から記録を
報告してもらっている。なお、この「日野人・
援農の会」は 2012 年 4 月から NPO 法人へ
移行したため、今後、この仕組みが変更され
る可能性がある。 
次に町田市の援農ボランティアの取り組

みを説明しよう。農家 4 軒と町田・多摩・八
王子市の市民 20 人によって 2002 年 10 月設
立されたＮＰＯ法人「たがやす」が町田市の
援農ボランティアの始まりである。もともと
生活クラブ生協へ出荷していた農家が労働
力不足のために作付面積を減らすことを検
討していたことがきっかけで、組合員がナス
の収穫を手伝ったことから始まっている。始
まった当初は、農業者 4 人、町田市とその周
辺の市民約 20 名による組織であった。2003
年現在、会員数は 110 名で、そのうち（援農
を受け入れている）農家は 23 軒である。会
の運営のために年会費は個人 3,000 円で、団
体 1 万円で、農業者も含めて全会員が支払っ
ている。援農作業は原則として週 1 回、8 時



間行っている。援農は、全く農産物を販売し
ていない農家（自給的農家）を対象とせず、
あくまでも農産物を販売している農家のみ
を対象にしている。また援農ボランティアご
とに農作業を支援する農家を固定している。 
 日野市では援農ボランティアになるため
には 1 年間の研修が義務づけられていたが、
町田市ではそれはない。しかし希望者に対し
ては町田市野津田町にある「町田市民農業研
修農園」において 4 月～翌年 1 月にかけて週
1 回の座学と実習を行っている。 
 さらに町田市の取り組みが日野市と大き
く異なる点は、有償で援農を行うということ
である。その仕組みは、以下の通りである。
まず農家は 1 時間あたり 540 円の「支援費」
を事務局に支払う。そのうち事務局は 80 円
を手数料として徴収する。そして残りの 460
円を援農ボランティアに「謝礼金」として支
払う。このように市民による援農作業を有償
にしている点が町田市の援農ボランティア
の大きな特徴である。 
 
４．研究成果 
援農ボランティア（日野市：5 人、町田市

5 人）やそれを受け入れている農家（日野市
9 人、町田市 4 人）に話を伺ったところ、両
者とも、この取り組みを肯定的に評価する声
が多数聞かれた。 
まず、実際に「援農＝労働力」が補充される
ことによる生産性の向上を評価する意見で
ある。これまでは高齢化や後継者不足のため
手が回らなかった仕事を援農ボランティア
が担うことによって作業がはかどるという
声を聞いた。労働力が慢性的に足りない農家
にとって週 1回でも農作業を支援してもらえ
ることは助けになっている。「ボランティア
がテンポよく種を播いてくれるので、農家側
は次々と収穫していくことができる」という
ことがあることも指摘されている（八木・村
上 2003:103）。また収穫期において多大な労
働力を必要とする果樹農家にとってボラン
ティアの労働力は「収穫量＝農業所得」の増
加につながっている。 
 次に市民（非農家）が農業現場に入ること
によって生産者（農家）側に張り合いが生じ、
それが農作業への主体的な動機につながっ
ているという意見である。日野市や町田市で
聞き取りをした都市農家のほとんどは一人
で農作業をしている農家であった。こうした
農家にとって一緒に農業をする人間がいる
ことは農作業中の会話ができ、または交流に
よって農作業が楽しくなる。こうして農業へ
のやり甲斐を醸成させているのである。 
 一方で、ボランティア側も援農活動を評価
する声が聞かれた。それは農作業を通じての
「保健レクリエーション」である。ボランテ
ィア側も農作業をすることは適度な運動に
なり、それは人間的な癒やしや健康増進とい
う効果を生む。また「楽しく、やり甲斐があ
り、休憩時間の農家や仲間との会話・交流も

楽しい」（関東農政局東京統計・情報センタ
ー編 2005:3）という声も聞かれるように農家
と交流することに魅力を感じる人たちもい
る。このように援農ボランティアは農家だけ
ではなく、参加する市民にも多大な効果をも
たらしている。 
 しかし日野市と町田市では農家側から異
なる意見が出ていた。町田市では援農作業が
有償であるため、農家側はボランティアに対
価を支払う以上、それに見合うだけの仕事の
量や質を求めていた。その結果、ボランティ
ア側に気兼ねなくハードな仕事やスキルの
高い作業を依頼することができる。ボランテ
ィア側も謝礼金をもらう以上、それに応える
必要があるとして真剣に援農に取り組むよ
うになる。話を聞いたボランティアの中には、
こうした作業内容から自分も農家の農業経
営に参画している実感があると話す人もい
た。このように有償という仕組みが援農ボラ
ンティア側の援農への責任を担保にしてい
る。 
とはいえ、やはり農家側が期待する仕事に

ついていけないこともある。そういう場合、
事務局が研修農園や販売規模の小さい農家
（ハードな仕事を依頼しない農家）に斡旋す
るような配慮を施している。このように事務
局が市民側の要望や能力に応じて受け入れ
農家を調整している。しかし、このような配
慮を与えても農作業がきついなどという理
由で援農が続かない人もいることも事実で
ある。 
一方、日野市では援農作業が無償であるた

め、ボランティア側に遠慮してしまい、農家
側はハードな仕事を依頼できないという意
見が聞かれた。また作業を依頼した後、必ず
しも期待した結果や効果が得られないこと
があっても無償ということで農家側が納得
している現実も見られた。このように本当に
支援して欲しい作業が依頼できず、またその
成果が期待できないこともある。だが果樹農
家は、収穫作業の際には多くの人手がいるた
め、無償である援農ボランティアは非常に助
かっているという。 
 さらに町田市の援農ボランティアでは、援
農対象を販売農家に限定している。そのため
自分たちの援農活動は町田市の農業経営に
寄与しようとする姿勢が見受けられる。こう
して市民が農業所得の向上に参画し、それに
よって農地を維持し、都市農業を活性化しよ
うと考えている。しかし日野市では自給的農
家であっても、援農の要請があれば対応する
ことにしている。それゆえ自宅庭の除草作業
など農業所得に直結しないような仕事もす
ることも考えられる。こうしたこともあり、
自分の援農が農家の一年間の農作業の中で
どのような意味があり、どれほど重要なのか
が分からず、果たして援農活動が農家にとっ
て本当に寄与しているのかを煩悶するボラ
ンティアもいた。よって農家側から指示され
たように作業を遂行することが援農ボラン



ティアであったとしても、その作業一つ一つ
に意味を理解させることも、援農への動機を
高めるためには必要であろう。それがなけれ
ば市民は単なる“小作人”に過ぎなくなる可能
性がある。ただ同じ農家に通い続けているボ
ランティアの中からは、一年以上、援農をす
ると作業サイクルが分かってくるため、一つ
一つの作業の意味が分かってくるという。と
にかく、無償の場合、こうした問題を解決す
るためには農家とボランティアの交流を根
気強く続け、言いたいことを言い合える場や
関係を構築することが必要である。 
 日野市では、援農ボランティアを通じて農
家と市民の交流が実現していた。しかし、援
農ボランティアによって都市農家の経営が
改善され、あるいは後継者が生まれるという
ところまで至っていない。その意味で援農ボ
ランティアが都市農業の持続可能性を保障
しているとは言えないだろう。 
 一方、町田市では援農を個人的趣味にとど
めるだけでなく、農家経営を支えるために市
民としての責任を果たすという姿勢が見ら
れた。実際、援農ボランティアの活用によっ
て農地を拡大した農家もいる。また、この取
り組みに参加する市民の中から就農した人
たちもいる。このように援農ボランティアに
よって都市農業の維持を農家だけでなく、市
民も参画することによって新たな方向性が
開拓されつつある 
 しかし、町田市の援農ボランティアの場合、
日野市のそれと異なり、生活クラブ生協の支
援や市の委託事業を受けるなど組織運営上、
有利な条件が整っている。こうしたサポート
のうえに展開されているため、効果や結果が
期待できるのも事実である。また日野市の農
地のほとんどは「市街化区域」に属している
のに対し、町田市のそれは 40％が「市街化調
整区域」である。それゆえ開発が制限されて
いる地域であるならば、農業で稼いでいくし
かない。そのため農業に積極的に取り組む地
場が形成されている。このように町田市の場
合、日野市と比べ、都市農業を「市民協働」
で推進していくには好条件に恵まれている
と言えるだろう。 
 しかし、町田市の場合、ボランティアと農
家の調整を事務局長一人で担当している。日
野市でも無償とはいえ、両者の調整が大変な
作業であることを聞いた。それゆえ事務局に
過重な負担がかかっていることも事実であ
る。それゆえ、今後、この調整作業を軽減す
ることが求められる。 
 昨今、「都市農業の保全・育成のためには、
農家と都市住民との交流・連携が不可欠であ
る」（橋本 1995:258）と主張されている。実
際、東京都では都市農地を保全するために
「農業ボランティアは、農業の理解者、農業
の新しい展開への協力者、都民と農家の橋渡
し役として重要である」（東京都都市農業検
討委員会 2006:16）と位置づけている。この
ように、今後、都市農業の現場では、ますま

す「市民協働」の動きが活発化していくもの
と思われる。しかし本研究で明らかにしてき
たように、その取り組みは簡単なものではな
い。とはいえ都市においては農家による経営
努力で持続可能性を図るのは難しい。それな
らば市民（非農家）が、まず都市農業の意味
や価値を理解することから始めなければな
らない。そのきっかけとして援農ボランティ
アの意義や可能性があると思われる。 
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